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奄美・沖縄世界自然遺産登録記念 

奄美群島こども環境学習助成事業 募集要項 

 

１ 本助成事業の趣旨 

奄美群島の島々は国立公園として指定されており、豊かで多様な自然環境と固有で希少な

動植物からなる生態系、そして人と自然のかかわりから生まれた文化景観が残されていま

す。また、その一部は世界自然遺産に登録され、現代を生きる我々は、奄美群島の自然を世

界の宝として後世に引き継いでいかなければなりません。 

そのため、奄美群島の自然環境に関する環境学習活動や保全活動により、こども達の意識

向上を図ることを目的として当該事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において助成金

を交付するものです。 

  

２ 募集の概要 

この事業は、奄美群島内に住所を有する民間団体が、当該事業を行おうとすることに対し

て、奄美群島こども環境学習助成事業助成金交付要綱の規定に基づき助成金を交付するもの

です。 

 

３ 対象事業 

助成対象事業は、奄美群島のこども（18 歳以下の者をいう。）が主たる参加者として開催

される次に掲げる事業とします。 

（１） 環境学習活動のための事業（学習会又はフィールドワーク） 

（２） 環境保全活動のための事業（外来種駆除活動、清掃活動、植栽活動） 

助成対象事業は、参加者のうち概ね５人以上がこどもであり、奄美群島内で実施される事

業とします。 

事 業 の 例 

学習会 地域のこども会等が専門家を招き、自然についての勉強会を主催 等 

フィールド

ワ ー ク 
認定エコツアーガイドを講師とし、森や海岸での観察会を主催 等 

外来種駆除

活動 
専門家として認定エコツアーガイドを招き、外来種駆除活動を主催 等 

清掃活動 地域のこども会等が森や海岸等の清掃活動を主催 等 

植栽活動 専門家の指導の下、奄美群島の環境保全に資する植栽活動を主催 等 
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４ 助成対象団体 

 助成対象団体は、当該事業を行おうとする奄美群島内に住所を有する民間団体とします。

民間団体とは、以下の団体を想定しています。 

 ・ＰＴＡ、こども会、NPO 法人、その他任意団体 

 なお、１団体の申請回数は、その年度のうち１回までとします。 

 

５ 助成金額 

 助成金額は、助成対象経費の額、または 20 万円のいずれか少ない額とします。 

なお、助成を決定する際、事務局による審査の結果により、申請された助成金額より減額 

した助成を決定することがあります。 

 

６ 事業の実施期間 

本事業による助成金の交付決定日から令和５年３月 31 日（金）までとします。 

 

７ 対象となる経費 

対象となる経費は、事業を進める上において必要かつ最も効率的な経費であり、交付決定

日～令和５年３月 31 日（金）までに支払いが完了する経費とします。 

なお、他の補助金等をとの重複は認めません。 

 

費  目 内      容 

謝 金 ・事業実施に要する専門的観点からの助言や指導、講習等のために 

依頼した専門家等に支払う謝金 

※謝金の対象となる専門家は、認定エコツアーガイド、大学教授及

びこれに準ずる者等とし、事務局がその専門性について認めた者

とします。 

※助成対象となる謝金単価の上限 

①認定エコツアーガイド、大学教授及びこれに準ずる者について

は１人あたり 6,100 円/１時間を上限とし、１事業あたりの上

限額を 40,000 円とします。 

②上記以外の者については、１人あたり 3,900 円/１時間を上限

とし、１事業あたりの上限額を 24,000 円とします。 

講 師 旅 費 ・謝金を支払う専門家等の移動に必要な交通費の実費 

※必要かつ最も効率的な経路とすること。 

消 耗 品 費 ・事業実施に必要な消耗品費 

※購入する消耗品費の単価は１万円以内とし、併せて１事業あたり

の上限は２万円とします。 
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※支払期限末に集中的に購入されたものなど、使途により助成対象

外となる場合があります。 

燃 料 費 ・事業実施に必要な燃料費 

※燃料費は本事業で実施しようとする事業に直接関係あるものだけ

をいい、参加者個人の車両や事業に使用しない機材等に対するも

のは対象外とします。 

印 刷 製 本 費 ・事業実施に必要なテキスト等印刷製本費 

※印刷製本費は本事業で実施しようとする事業に直接関係あるもの

だけをいい、団体紹介パンフレット等は対象外とします。 

処 分 手 数 料 ・事業実施に必要な処分手数料 

※本事業により集められた植物・漂着物等を処分するための経費を

対象とします。 

※放置された車両、船舶等の処分に係る経費は対象外とします。 

通 信 運 搬 費 ・事業実施に必要な通信運搬費 

※通信運搬費は本事業で実施しようとする事業に必要な郵便代等直

接関係あるものだけをいい、団体の通常活動の経費は対象外とし

ます。 

※電話代、インターネット通信料は対象外とします。 

広 告 料 ・事業実施に必要な広告料 

※広告料は本事業で実施しようとする事業の周知等直接関係あるも

のだけをいい、団体の活動紹介等は対象外とします。 

借 上 料 ・事業実施に必要な借上料 

※借上料は本事業で実施しようとする事業に直接関係あるものだけ

をいい、重機、自動車、船舶に対する借上料を対象とします。 

種 苗 代 ・事業実施に必要な種苗代 

※植栽活動を行う際は専門家の指導の下、外来植物の拡大とならな

いよう種苗の選択を行うこと。 

保 険 料 ・事業実施に必要な保険料 

※フィールドワーク、環境保全活動の参加者に対する傷害保険を対

象とします。 

 

８ 経費に関する添付書類 

 実績報告時には、経費に関する証拠書類として、領収書等の写しの提出が必要です。 

 

９ 助成対象外経費 

 次の経費は対象外とします。 

 （１）備品購入費 

    例：チェーンソー、草刈り機等の購入費 等 
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 （２）食糧費 

    例：参加者へのジュース代、講師の食事代 等 

 （３）参加者に対する人件費 

    例：事業に参加した者への日当 等 

 （４）参加者に対する旅費 

    例：事業開催地までの交通費 等 

 （５）助成対象団体が主催者とならない有償プログラムへの参加費 

    例：エコツアーガイドが主催する、金作原ツアー、ホエールウォッチングツアー等 

 

10 募集期間と応募方法 

（１） 募集期間 

令和４年６月 20 日（月）～令和４年 12 月 30 日（金）17 時 必着 

 ※上記締切日時を超えて提出された応募書類については、いかなる理由があっても 

受理できません。 

※予算の上限に達し次第、募集を締め切ります。 

※応募書類の受付から交付決定まで、最長で２週間の事務処理期間を想定していま

す。 

（２） 応募方法 

下記（４）の申請書類を以下の提出先までメールにより提出してください。 

（３） 提出先 

    E-mail：ecotourism@amami.or.jp 

奄美群島広域事務組合 奄美振興課 エコツーリズム推進係  

（４） 応募書類 

   ・ 交付申請書（第１号様式） 

 （５） 応募時の留意事項 

    ※メールの件名に「【応募】団体名」と記入してください。 

※(様式は、奄美群島広域事務組合のホームページに掲載していますので、ダウン

ロードのうえ御利用ください。（http://www.amami.or.jp） 

※申請書類は、ワープロソフト等を使用して日本語で作成してください。     

（手書きの書類は受付できません。） 

 

11 交付決定までの流れ 

（１） 助成対象団体は、奄美群島広域事務組合において交付決定基準に合致することを

確認し、申請順に決定します。 

（２） 審査の過程で、申請いただいた事業内容等に不明な点があれば、電話等で確認を
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させていただくことがあります。 

 

 

12 交付決定基準 

（１） 事業の内容が、奄美群島の自然環境に関する環境学習活動や保全活動によりこど

も達の意識向上を図るという、本助成事業の目的に適している。 

（２） 事業の内容や参加人数、費用が適切に計上されている。 

 （３） 事業の確実性が高く、周辺環境や景観の維持、向上への貢献が期待できる。 

 

13 交付決定通知 

（１） 交付決定通知は、交付決定となった団体に対して、文書にてお知らせいたしま

す。 

（２） 応募書類の受付から交付決定まで、最長で２週間の事務処理期間を想定していま

す。 

 

14 報告等について 

事業が完了したときは、30 日以内又は令和５年３月 31 日のいずれか早い日までに、次の

「実績報告書類」を提出していただきます。 

（１） 実績報告書（第３号様式） 

（２） 事業実施状況写真（電子データによる提出とする。） 

（３） 参加者アンケート（任意様式、参考資料有り。） 

（４） 証拠帳票類（領収書等）の写し 

 

15 助成金の交付 

 助成金は、実績報告及び助成金額の確定後に次の書類を提出していただき、お支払いいた

します。 

 ・ 交付請求書（第５号様式） 

  

16 情報公開・情報提供 

・ 本事業は、奄美群島広域事務組合に設置されている「世界自然遺産基金」への浄財を

財源として実施されることから、助成対象団体、事業内容については、奄美群島広域事

務組合のホームページ、新聞紙面等で公表いたします。 

・ 事業実施状況写真、参加者アンケートも公表することがありますので、助成対象団体

の責任において、参加者に対し顔写真やアンケートが公表されることについて了解を得

てください。 
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・ 助成対象団体においても、事業を実施する際は、必ずマスコミ等への取材依頼を行っ

てください。 

 

17 新型コロナウイルス感染症対策 

 事業を実施する際は、各市町村から発出される要請等を踏まえ、必要な感染症対策を講じ

た上で実施すること。 

 

18 その他 

本事業は奄美群島内の 12 市町村でそれぞれ各１件以上の交付決定となるよう配慮するも

のとしております。 

 

19 お問い合わせ先 

奄美群島広域事務組合 エコツーリズム推進係 

〒894-0023 奄美市名瀬永田町 18－６（奄美会館１Ｆ） 

TEL：0997-52-6032  FAX：0997-52-9618 

E-mail：ecotourism@amami.or.jp  組合 HP：http://www.amami.or.jp 


